
 原子力災害時における避難手段の確保について  

 

平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ２ ４ 日 

島根県防災部原子力安全対策課 

鳥取県危機管理局原子力安全対策課 

 

１. これまでの取組み 

(1) 島根地域原子力防災協議会作業部会では、地域防災計画・避難計画の具体化・ 

充実化に取り組んでおり、この中で、平成 27 年度に「原子力災害時における避 

難方法等の実態把握調査」を実施 

(2) この調査結果を、輸送手段の確保対策等の検討に活用し、具体的な輸送手段確 

保に向けた取組みを実施 

 

２. バス協会、タクシー協会との協定締結等 

(1) 中国バス協会総会や中国ハイヤー・タクシー連合会総会等において、内閣府、 

島根県及び鳥取県より原子力災害時の避難住民の輸送等について協力を依頼 

(2) 内閣府において民間事業者との協力協定で定めておくべき内容について明示 

 (3) 島根県及び鳥取県が、バス輸送について中国地方５県のバス協会と、福祉タク 

シー輸送について中国地方５県のタクシー協会と緊急輸送の協力を要請する際 

の必要事項について取り決める協定をそれぞれ締結（H29.4.17、H29.7.24） 

（協定の主な項目） 

  ・ 緊急輸送等への協力 

  ・ 協力要請の基準（被ばく線量限度の提示） 

  ・ 協力要請する業務及び方法 

  ・ 業務実施に伴う費用負担及び補償 

 

３. 取組状況及び今後の対応 

(1) 具体的な要請手順等を定めた要請要領策定に向けて、関係機関と調整中 

(2) 平成 29 年度原子力防災訓練において、原子力災害時における避難バス等の派遣 

要請に係る通信訓練（一部実参集）を実施予定 

(3) 事業者向けの放射線等に係る研修会開催に向けて調整中 
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「避難者受入ガイドライン」等の作成について 

 
１．趣旨 

 ・ 避難受入れの要請を行う島根県として、受入れに当たって必要と考えられるこ   
   とを示し、関係者間で認識の共有を図るため、国の「原子力災害発生時等にお

ける避難者の受入れに係る指針」等を参考に、「避難者受入ガイドライン」（案） 
を作成し、下記２．のとおり受入自治体との意見交換を実施 

 ・ 「避難者受入ガイドライン」（案）には、「避難経由所・避難所運営マニュアル」 
のひな形（案）も添付 

 
２．意見交換実施状況 

(1) 県外避難 

 岡山県 広島県 

形 式 説明会 個別訪問 

実 施 日 ６月２日 ５月 18 日～８月 16 日 

参加市町村 20（７市町村欠席） 22 

対応者 
島根県、松江市、安来市、 

内閣府 

島根県、松江市、出雲市、 

雲南市、内閣府 

主な意見等 

・避難所等の運営に人的支援が必要 

・国や県、避難元自治体からの物資支援が必要 

・渋滞発生への懸念 

・広域避難受入れに係る訓練実施の見通し 

・島根県広域避難計画記載の避難所施設と現況の確認が必要 

 (2) 県内避難 

  ①形式   個別訪問 

  ②実施日  ８月８日～８月 31 日 

  ③参加市町 11 市町 

  ④対応者  島根県、松江市 

 
３．スケジュール等 

  受入れ自治体に対して改めて意見照会を行った上で、（島根県内市町は意見交換

終了後）、９月末を目途に「避難者受入れガイドライン」を策定 

  なお、並行して、避難経由所、避難所及び広域福祉避難所の収容数量調査を実施 
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原子力災害時における広域避難に関する避難者受入れに係るガイドラインの項目 

（県外避難の例） 

１．基本的事項  

 (1) 目的  

 (2) 前提  

 (3) 体制等 

 (4) 国・県等の支援等  

 (5) ガイドラインの実効性向上及び更新  

 (6) 避難の対象地域及び避難先地域  

1) 岡山県  

   2) 広島県  

２．事前対策  

 (1) 情報の収集・連絡体制等の整備  

   1) 情報の提供と連絡体制の確立  

   2) 避難元と避難先との連絡体制  

   3) 関係者間の情報共有及び支援体制  

 (2) 避難者受入体制の整備  

   1) 避難経由所、避難所及び広域福祉避難所  

   2) 避難経由所、避難所及び広域福祉避難所の開設・運営のための体制の確保 

   3) 基礎的情報の提供  

   4) 食糧及び生活必需品、避難経由所からの移動手段等の確保・供給のための 

体制の整備  

   5) 避難退域時検査及び簡易除染  

   6) ボランティアとの連携  

３．原子力災害時等の対応  

 (1) 原子力災害対策指針が定める原子力災害時等の防護措置  

   1) 原子力災害対策指針に基づくＥＡＬの考え方  

   2) 原子力災害対策指針に基づくＵＰＺの防護措置の考え方（ＯＩＬ）  

 (2) 情報の収集・連絡、緊急連絡  

   1) 情報の収集  

   2) 避難元と避難先との連絡調整  

   3) 関係者間の情報共有及び支援  

(3) 避難者受入活動  

   1) 避難の方法  

   2) 避難者受入手順  

   3) 避難経由所、避難所及び広域福祉避難所の管理・運営主体  

 4) 避難経由所の運営  

5) 避難所の運営  

   6) 広域福祉避難所の運営  

   7) 食糧及び生活必需品等の確保・供給  

8) 避難所等の運営に関する業務の委託  

9) 相談窓口の設置 

(4) 費用負担  

４．避難所の運営・管理及び撤収  

用語解説 



原子力災害時における広域避難に係る避難経由所・避難所運営マニュアル（ひな形）の項目 

（県外避難の例） 

 

第１章 原子力災害時等の対応  

１．原子力災害対策指針が定める原子力災害時等の防護措置  

２．受入対象の避難地域  

３．連絡体制  

４．避難者受入活動  

 

第２章 基本方針  

１．避難所運営マニュアルの基本方針  

２．マニュアル対象者  

 

第３章 避難所経由所の開設・運営  

１．避難経由所設置の目的  

２．避難経由所の概要  

３．避難経由所の開設・運営方法  

 

第４章 避難所の開設  

１．全体的事項  

２．施設の解錠・開門  

３．避難所の開設準備  

４．避難者の受入れと誘導  

５．市（町村）への連絡  

６．避難所開設の周知・広報  

７．食糧・物資等の管理、配給  

８．体調不良者への対応  

 

第５章 避難所の運営・管理  

１．全体的事項  

２．避難所運営委員会設置以前の対応  

３．避難所運営委員会の設置  

 

第６章 避難所の撤収  

１．全体的事項  

２．情報の提供  

３．避難所集約に伴う移動  

４．避難所の閉鎖時期、撤収準備等避難者への説明  

５．避難所閉鎖後の正常業務体制の準備  

６．避難所撤収準備  
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島根県地域防災計画（原子力災害対策編）の修正概要 

 

 

１．目的 

  国の防災基本計画の修正や、近年の県の取組み等を反映するため、地域防災計画 

を修正 

 

 

２．前回の主な修正点 

 (1) 地域原子力防災協議会の設置 

 

(2) 医療体制の見直し 

  

 (3) 国の原子力防災体制・組織の見直し 

  

 

３．今回の主な修正項目 

(1) 熊本地震を踏まえた屋内退避方法の見直し 

・ 自然災害により自宅等で屋内退避できない場合には、近隣又は地震等の影

響のない避難所等へ避難させるなど状況に応じ柔軟に対応 

 

(2) 島根県原子力災害業務継続計画の策定に伴う応急業務の整理等 

・ 原子力災害時の応急業務及び動員体制を規定 

・ 災害対策本部事務局の体制を強化 

・ 県庁等が所在する地区に避難等指示が出された場合の対応を規定 

・ 原子力防災業務に従事する者の研修等を実施 

 

(3) 緊急時モニタリング体制の整備 

・ 専門的知識を持つ職員が多数必要となる緊急時モニタリング業務について、 

県の化学職採用職員を中心とした動員体制を整備 

   

 

４．今後のスケジュール 

パブリックコメントの実施    ７月 31 日（月)～８月 31 日(木) 

島根県防災会議で審議     10 月 10 日（火） 



 

島根県原子力災害業務継続計画（案）の概要 

１. 主な内容 

(1) 原子力災害時に県が実施すべき業務及び段階ごとの動員体制 

例：最大動員時（ＯＩＬ２段階） 

    県職員数    3,682 人（警察、県立学校は除く） 

    出勤困難職員数   527 人（30km 圏内の職員の約２割が出勤困難と想定） 

    出勤可能職員数 3,155 人（１日当たり人数） 

 

 

 

 

なお、特定業務の具体的な動員方法については、資機材の導入計画や電力事

者・他地域自治体からの支援体制等を勘案し、今後検討 

(2) 県庁等が所在する地区に避難等指示が出された場合の対応 

 ① 応急業務については、住民避難完了後、出雲合同庁舎へ移転し業務を継続 

ただし、避難等指示が出された時点で、県庁舎の放射線防護設備を稼働 

 ② 優先通常業務については、避難等指示が出された時点で、県立浜山体育館へ移

転し業務を継続（屋内退避指示が出されている間は、県庁等で屋内退避を継続） 

   なお、児童相談所等については、早い段階で類似施設へ移転することも可能 

(3) 災害対策本部事務局の機能・体制 

     避難先との連絡調整や避難車両の確保等、広域避難に係る業務は、密接な連携

が必要なことから事務局で一括して実施することとし、併せて、職員も関係業

務を所管する各所属から事務局へ集約（13 課、35 名） 

 (4) 研修等の実施 

    避難退域時検査業務等を円滑に実施するため、全庁の職員を対象とした研修を

計画的に実施するほか、避難退域時検査業務のチームリーダー等、経験が必要

な業務に従事する職員の確保のため、庁内に人材登録制度を創設 

２. 今後の予定 

地域防災計画（原子力災害対策編）の関係部分を修正 

（７月 31 日～８月 31 日 パブリックコメント、10 月 10 日 防災会議） 

業務名 業務内容 動員数 

応急業務 各所属で実施する災害対策本部業務 777 人 

優先通常業務 中断すると住民の生活等に重大な影響を及ぼす業務 888 人 

特定業務 多数を動員して実施する避難退域時検査業務等 1,490 人
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鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）の修正項目（案）について(平成 29 年度) 

 

平成 29 年 8月 24 日 

鳥取県危機管理局 

 

 鳥取県地域防災計画については、平成２７年８月に一部修正を行ったところですが、 

原子力防災訓練の教訓や国の制度見直し等を踏まえ修正を予定しています。想定している

主な修正項目（案）は以下のとおりです。 

 

１ 原子力防災施設・資機材に係る整備 

 ・原子力環境センターの整備等に伴うモニタリング結果の集約・共有及び公表の迅速化 

 ・住民及び車両の検査及び除染体制の整備（車両用ゲートモニタ、大型車両用除染用設

備及び資機材） 

・移動式ホールボディカウンタの更新整備 

・安定ヨウ素剤の希望者への事前配付 

２ 原子力防災訓練等を通じた見直し 

 ・原子力防災アプリによる住民への情報伝達の実施を追加 

・避難オペレーション支援システムによる輸送計画の迅速な作成を追加 

・避難退域時検査の迅速かつ適切な実施のための資機材の標準化と一括管理を追加 

 ・円滑な避難を目的とした警察等実動機関の現地調整の実施を追加 

 ・避難実施状況、道路状況等のドローンによる情報収集体制の整備を追加 等 

３ 放射線防護対策施設の機能強化 

・備蓄を行った食糧、燃料等の不足が想定される場合の物資補給を明記 等 

・既設のモニタリングポストから１ｋｍ以上離れている施設への簡易型電子線量計の整

備を明記 

４ 国の制度見直しの反映 

（原子力災害対策指針の改正等） 

 ・原子力災害医療体制の見直し（原子力災害拠点病院、原子力災害医療協力機関） 

 ・人形峠環境技術センターは原子力災害対策重点区域を有しないが、本県及び三朝町は

原子力事業所の敷地内で防護措置が必要となる事象の発生に備えて防災対策を構築す

る区域として位置付け。 

 ・実用発電用原子炉のＥＡＬの見直し及び核燃料施設のＥＡＬの追加 

（防災基本計画の修正等） 

 ・屋内退避指示が出ている中で、自然災害を原因とする緊急の避難等が必要となった場

合には、県又は市の独自判断で避難指示を行うことができる等、複合災害も想定した

避難、屋内退避の考え方等を追記 

・緊急時に安定ヨウ素剤を配付することが困難と想定される地域に関しては、平時に事

前配付を行うことを追加 

・実動組織の協力の追記（住民の支援や原子力災害収束に向けた対応の支援） 
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（参考：平成 27年 8月の修正概要） 

１ 原子力防災施設・資機材に係る整備 

 ・緊急事態対処センターの整備、ホールボディカウンタ及びモニタリング情報共有システムの追

加整備等のモニタリング体制の強化を反映 

２ 原子力防災訓練等を通じた見直し 

・原子力防災訓練で新たに取り組んだ避難退域時検査等の実施手順を追加 

・避難退域時検査等の際の避難住民への支援（情報提供等）を追加 

・人形峠環境技術センターで想定されるフッ化水素への対応時の留意事項を追加 

３ 原子力安全顧問の設置等、防災体制の強化 

・より柔軟かつ機動的に原子力安全に関する幅広い分野の専門家から指導・助言を得るため、原

子力安全顧問を設置（従前の原子力防災専門家会議を廃止）したことに伴う修正 

４ 国の制度見直し等の反映 

・防災基本計画の修正（地域原子力防災協議会の設置等） 

・原子力災害対策指針の修正（国際基準の考え方等を踏まえたＵＰＺ外の防護措置等） 

・国の原子力防災体制の見直し（内閣府への専任体制に移行） 

・緊急時モニタリング計画の策定（島根県と連携し従前の計画を標準化） 

・活用可能な放射性物質の拡散解析情報がある場合の活用を追加 




	バインダー1.pdf
	資料（分割１／２５）.pdf
	資料（分割２／２５）
	資料（分割３／２５）
	資料（分割４／２５）
	資料（分割５／２５）
	資料（分割６／２５）
	資料（分割７／２５）
	資料（分割８／２５）

	資料（分割９／２５）



